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来年４月から要支援１・２のデイサービス
やホームヘルパーの制度が一部変更に

きよた純子の一般質問

　

来
年
４
月
か
ら
、
ホ
ー

ム
ヘ
ル
プ
と
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
の
み
の
利
用
者
は
、
介

護
保
険
か
ら
外
さ
れ
、
市

町
村
の
「
総
合
事
業
」
に

移
さ
れ
ま
す
。
総
合
事
業

で
は
、
２
つ
の
サ
ー
ビ
ス

に
分
け
ら
れ
ま
す
。
今
ま

で
通
り
の
サ
ー
ビ
ス
が
受

け
ら
れ
る
の
は
、
ホ
ー
ム

ヘ
ル
プ
で
は
、
食
べ
る
、

着
る
、
ト
イ
レ
に
行
く
な

ど
の
身
体
介
護
が
必
要
な

人
。
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
で
は
、

食
事
や
お
風
呂
の
利
用
が

必
要
な
人
で
す
。
そ
れ
に

対
し
、
緩
和
さ
れ
た
サ
ー

ビ
ス
は
２
～
３
時
間
の
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
、
ホ
ー
ム
ヘ

ル
プ
は
介
護
の
資
格
の
な

い
人
が
対
応
す
る
家
事
支

援
で
す
。

総
合
事
業
対
象
者
と
サ
ー
ビ
ス

正
し
く
判
定
す
る
仕
組
み
を

介
護
予
防
の
取
り
組
み
強
化
を

10月から１歳までのＢ型肝炎ワクチン予防接種
対象年齢過ぎると接種費用は自己負担

接種対象者について

９月議会報告

　

今
で
も
２
～
３
時
間
の

デ
イ
サ
ー
ビ
ス
、
家
事
代

行
の
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
サ
ー

ビ
ス
を
受
け
て
い
る
人
は

い
ま
す
。
問
題
は
従
来
通

り
の
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な

人
ま
で
、
サ
ー
ビ
ス
が
縮

小
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る

こ
と
で
す
。

　

自
治
体
に
よ
っ
て
は
新

規
の
申
請
者
ま
で
、
国
の

基
本
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

使
う
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す

が
、
高
槻
市
の
場
合
は
新

規
に
介
護
を
受
け
る
人
は

今
ま
で
通
り
介
護
認
定
を

行
い
ま
す
。
年
１
回
の
更

新
時
に
、
デ
イ
サ
ー
ビ
ス

と
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ
の
み
の

利
用
者
な
ど
は
介
護
認
定

を
行
わ
す
、
25
項
目
の
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
を
す
る
だ

け
の
国
の
基
本
チ
ェ
ッ
ク

リ
ス
ト
で
判
定
を
お
こ
な

い
ま
す
。
も
っ
と
実
際
の

生
活
が
把
握
で
き
る
よ
う

に
、
聞
き
取
り
項
目
を
増

や
す
こ
と
や
、
医
者
の
意

見
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に

市
独
自
の
対
応
を
求
め
ま

し
た
。

　

市
は
医
師
の
意
見
は

「
必
要
に
応
じ
て
確
認
す

る
」
と
答
え
ま
し
た
。

　乳児の場合はＢ型肝炎ウイルスに感染すると、生涯体内にウイルスが残る
状態になりやすいとのことで、定期予防接種が実現、10月からの実施です。
　定期予防接種は1歳までとされ、今年は10月からです。4月生まれの人は
6か月で接種しないといけません。間隔をあけないといけないので、3回目の

接種までに少なくとも5か月はかかります。
　福祉企業委員会での質疑で、10月から開始する定期予
防接種なので今年度にかぎっては、1歳を過ぎたとしても来年 9月まで定期予防接種で受けられ
るように救済措置が必要と指摘。Ｂ型肝炎ワクチンの予防接種について周知徹底をするとともに、
国に救済措置を行うよう求めることを要望しました。

● 2016 年 4月以降に出生した者
で、1歳未満の者
　（標準的には生後 2か月から接
種開始）
●必要接種回数は3回（27日以上
の間隔で 2回接種し、更に初回
接種から139日以上経過した後
に3回目を接種）

　

高
齢
化
だ
か
ら
こ
そ
介

護
予
防
が
大
事
だ
と
し

て
、
ま
す
ま
す
元
気
体
操

に
取
り
組
む
グ
ル
ー
プ
を

増
や
す
た
め
の
支
援
強
化

を
提
案
。
認
知
症
予
防
の

た
め
に
認
知
症
地
域
支
援

推
進
員
や
精
神
保
健
福

要支援1・2
6,952人
（介護認定者
の43.3％）

総合事業対
象者はホーム
ペルプ、デイ
サービスのみ
の利用者

2,281人
（来年度見込
み 約 2,500
人）

（今年3月末時点）

祉
士
の
増
員
が
必
要
と
求

め
、
市
は
「
必
要
に
応
じ

て
対
応
」
と
答
弁
。
質
問

を
す
る
中
で
、
問
題
点
が

明
ら
か
に
な
り
、
前
向
き

な
答
弁
を
引
き
出
す
な
ど

の
成
果
も
あ
り
ま
し
た
。
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公
立
の
就
学
前
の
児
童

施
設
見
直
し
の
基
本
方
針

が
、
９
月
議
会
の
福
祉
企

業
委
員
会
協
議
会
で
示
さ

れ
ま
し
た
。
提
案
さ
れ
た

内
容
は
、
す
べ
て
の
公
立

幼
稚
園
と
保
育
所
を
認
定

子
ど
も
園
化
し
、民
営
化
、

統
廃
合
に
取
り
組
む
と
い

う
も
の
で
す
。

　

認
可
こ
ど
も
園
は
、
教

育
課
程
を
４
時
間
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
朝
９
時

か
ら
始
め
て
も
昼
の
１
時

保
育
所
、
幼
稚
園
の
「
今
後
の
あ
り
方
」
示
さ
れ
る

事前に電話で
ご連絡ください

ま
で
か
か
り
ま
す
。
保
育

所
児
童
は
朝
８
時
前
か
ら

来
て
い
る
子
ど
も
も
い
ま

す
。
お
昼
寝
が
必
要
な
子

ど
も
を
昼
１
時
ま
で
起
こ

し
て
お
く
の
は
無
理
が
あ

り
ま
す
。

全
て
の
公
立
保
育
所
、
幼
稚
園
が
認
定
こ
ど
も
園
化
に

公
立
施
設
の
民
営
化
・
統
廃
合
に
つ
い
て

　

統
廃
合
の
対
象
に
な
る

の
は
、
入
所
希
望
が
多
い

保
育
所
で
な
く
、
幼
稚
園

だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

高
槻
市
域
を
６
区
域

に
分
け
、
た
と
え
ば
、
唐

崎
・
柱
本
区
域
は
、
民
間

の
認
定
子
ど
も
園
が
２
カ

所
、
公
立
幼
稚
園
２
カ
所

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
地
域

が
広
く
交
通
も
不
便
な
地

域
で
、
公
立
幼
稚
園
や
保

育
所
は
、
遠
い
と
保
護
者

は
送
り
迎
え
が
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　

保
育
料
は
保
護
者
の

収
入
に
応
じ
て
決
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
保
育
料
以
外

の
利
用
者
負
担
に
つ
い
て

は
、
公
立
で
は
、
保
育
所

の
教
材
費
３
歳
児
以
上
で

年
間
１
５
５
０
円
、
毎
月

の
主
食
費
１
３
０
０
円
。

幼
稚
園
の
制
服
代
１
万

円
、
毎
月
の
教
材
費
５
歳

児
で
２
７
０
０
円
で
す
み

ま
す
。
制
服
が
な
い
民
間

保
育
所
も
あ
り
ま
す
が
、

高
い
と
こ
ろ
で
は
０
歳
児

で
も
６
０
５
０
円
。
３
歳

以
上
で
は
３
万
円
近
く
す

る
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。

認
定
子
ど
も
園
の
幼
稚
園

は
制
服
代
に
７
万
円
、
毎

月
１
万
５
０
０
０
円
と
、

保
護
者
負
担

の
問
題
も
あ

り
ま
す
。

　

保
護
者
は
公
立
の
施

設
だ
か
ら
預
け
た
と
い
う

方
も
い
ま
す
。
公
立
の
施

設
利
用
者
へ
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
今
年
１
月
に
実

施
。
公
立
を
選
ん
だ
理
由

と
し
て
、「
送
迎
に
便
利
」、

「
費
用
が
あ
ま
り
か
か
ら

な
い
」、「
保
育
内
容
」
が

あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
今

後
の
あ
り
方
基
本
方
針
」

の
民
営
化
・
統
廃
合
す
る

施
設
を
き
め
る
具
体
案
は

今
年
中
に
示
し
、
来
年
３

月
議
会
に
提
案
す
る
と
い

う
、
あ
ま
り
に
も
乱
暴
な

進
め
方
で
す
。
計
画
が
決

め
ら
れ
た
場
合
で
も
、
市

民
に
意
見
を
聞
い
て
変
更

で
き
る
よ
う
に
す
る
べ
き

で
す
。

９
月
議
会
で
日
本
共
産
党
提
案
の

国
保
料
軽
減
を
求
め
る
意
見
書
全
会
一
致
で
可
決

　

国
が
示
し
た
２
０
１
８
年
度
か
ら
の
国
民
健
康
保
険
の
都
道
府
県
化
に
伴
い
、
大
阪

府
で
も
制
度
設
計
の
検
討
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
年
３
月
に
開
催
さ
れ
た
大
阪
府

と
市
町
村
の
国
民
健
康
保
険
広
域
化
調
整
会
議
で
は
、
保
険
料
率
と
減
免
基
準
の
府
内

統
一
や
、
市
町
村
の
一
般
会
計
か
ら
の
国
保
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
を
し
な
い
な
ど
の
方
向

性
が
示
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
国
民
健
康
保
険
は
、
各
市
町
村
が
低
所
得
者
の
保
険
料
を
軽
減
す
る
な
ど

地
域
の
実
情
に
応
じ
て
制
度
を
定
め
て
き
た
も
の
で
す
。
府
の
方
針
で
は
、
こ
れ
ま
で

低
所
得
者
の
保
険
料
軽
減
や
市
民
の
健
康
増
進
に
努
力
し
て
き
た
市
町
村
ほ
ど
保
険
料

の
大
幅
値
上
げ
と
な
り
ま
す
。
府
に
次
の
３
点
を
求
め
ま
し
た
。

１
、
府
が
国
保
運
営
方
針
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
被
保
険
者
、
特
に
低
所
得
者
の

保
険
料
負
担
に
十
分
配
慮
し
た
制
度
設
計
に
す
る
こ
と

２
、
府
民
（
市
民
）
の
保
険
料
負
担
の
軽
減
に
努
め
る
こ
と

３
、
国
に
対
し
、
負
担
感
が
強
い
保
険
料
の
是
正
、
国
民
健
康
保
険
の
安
定
的
な
運
営

の
た
め
、
十
分
な
財
政
措
置
を
検
討
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と

「
今
後
の
あ
り
方
」
周
知
し
、
保
護
者
・
関
係
者
の
意
見
反
映
を




